
  

西三河都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の変更（西尾市決定） 

 

都市計画ごみ処理場中第31号西尾市クリーンセンター（一般廃棄物処理施設）を次の

ように変更する。 

 

名  称 
位 置 面 積 備  考 

番号 ごみ処理場名 

31 
西尾市クリーン

センター 

西尾市吉良町 

岡山大岩山地内ほか 
約４．５ｈａ  

「区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由 

「岡崎西尾地域ごみ処理広域化計画」に基づき、新たな広域ごみ処理施設を整備する

ため、西尾市クリーンセンターの区域を変更するものである。 



理由書 

西三河都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）（西尾市決定） 

「第 31 号西尾市クリーンセンター」 

 

１ 変更の概要について 

 西尾市クリーンセンターの区域を以下のとおり変更します。 

名  称 
変更内容 位 置 

面 積（ha） 
備考 

番号 ごみ処理場名 新 旧 

31 西尾市クリーン
センター 区域の拡大 

西尾市吉良町
岡山大岩山地
内ほか 

約 4.5 

(約 4.45) 

約 4.4 

(約 4.39) 
 

 

２ 当該都市計画の都市の将来像における位置付けについて 

    愛知県では、平成 31年３月に都市計画区域マスタープランを改定し、都市計画区

域ごとに都市計画の基本的な方針を定めています。「西三河都市計画区域マスタープ

ラン」では、一般廃棄物処理施設は「市町村の区域を越えた広域的な連携も視野に入

れて周辺施設への影響や輸送効率などを考え合わせ、愛知県廃棄物処理計画および

市町村が定める一般廃棄物処理基本計画に基づいて施設の整備・充実を促進します。」

としています。また、「愛知県ごみ処理広域化・集約化計画（2021 年度～2030 年度）」

では、西尾市クリーンセンター及び岡崎市八帖クリーンセンター１号炉を集約する

こととされています。 

    西尾市では、「にしお未来創造ビジョン（第８次西尾市総合計画）」を令和５年３月

に策定しており、「2030 年度（令和 12 年度）の広域ごみ処理施設の稼働に向けて、

岡崎市及び幸田町と情報を共有し、綿密な調整を図り事業を進めていく必要があり

ます。」としております。また、ごみを適正に処理し、循環型社会を推進するために

「現在の焼却施設の耐久性を向上させ、長く利用できるよう施設の長寿命化を図る

とともに、広域ごみ処理施設の整備計画を策定し、施設整備を推進します。」として

います。 

    さらに、令和５年４月に改定した「西尾市都市計画マスタープラン」においては、

ごみ処理施設の整備方針として、「循環型社会の形成を目指して、４Ｒの推進により

ごみ排出量の軽減を図ります。また、当面は西尾市クリーンセンターの効率的な運営

を進めつつ、施設統合による岡崎西尾地域の広域新施設の建設を推進し、ごみ処理能

力の拡充を図ります。」としています。 

 

  



３ 当該都市計画の必要性について 

    当該都市計画は、平成８年に西尾市クリーンセンターの整備予定地として現在の

区域で都市計画決定し、平成 12 年に現在の西尾市クリーンセンター（旧西尾幡豆ク

リーンセンター）が供用しています。 

その後、平成９年に国より通知された「ごみ処理の広域化計画について」や愛知県

が平成 10年に策定した「愛知県ごみ焼却処理広域化計画」を踏まえ、平成 11 年に岡

崎市、西尾市及び幸田町（以下「２市１町」という。）で構成する岡崎西尾地域広域

化ブロック会議が設置され、平成 17 年に策定した「岡崎西尾地域ごみ処理広域化計

画」において、西尾市クリーンセンター敷地に、現在稼働している西尾市クリーンセ

ンター及び岡崎市八帖クリーンセンター１号炉を集約した新たな広域ごみ処理施設

の建設を目指すこととしました。また、令和２年には、岡崎西尾地域広域化ブロック

会議にて建設予定地は現西尾市クリーンセンター敷地とすることを確認するととも

に、岡崎西尾地域広域ごみ処理西尾地区施設建設会議を新たに設置し、西尾市が主体

となって、岡崎市及び幸田町と連携を図り、事業を進めるにあたって必要な事項の検

討・調整を進めてきました。 

現在稼働している西尾市クリーンセンター及び岡崎市八帖クリーンセンター１号

炉は、ともに稼働後 20年以上が経過し、施設更新時期を迎えましたが、一方で市民

生活にかかせない生活ごみの処理は継続して行っていく必要があります。このため、

現西尾市クリーンセンターの稼働を継続しながら、新たな広域ごみ処理施設を整備

する上で必要な用地を確保するため、都市計画決定区域の一部範囲を広げる必要が

あります。 

 

４ 当該都市計画の位置、区域、規模の妥当性について 

 （１）位置・区域の妥当性について 

  ア 位置・区域 

     本計画地は、地域住民の利便性やごみの収集運搬の効率が高い場所に位置して

います。また、岡崎市中央クリーンセンターとの位置的バランスもとることができ

る場所に位置しています。 

 

  イ 周辺の土地利用状況 

     計画地は市街化調整区域であり、北側は主に河川、南側は主に森林、東及び西側

は主に工業用地となっているため、都市計画で定める良好な住環境を形成すべき

地区（住居系の地区）から離れた位置にあります。 

また、最寄りの公益施設（緑地公園、学校、保育園）としては、南東約 800ｍに

福祉施設が存在し、その他の公益施設については１㎞以上離れています。 

 

  



  ウ 道路整備状況 

     計画地は、北側及び西側に市道瀬門 143 号線（道路幅員 10～16ｍ）が隣接して

おり、搬入搬出車両の通行には利便性の高い場所に位置しています。なお、主要な

搬入搬出経路の一部で小・中学校通学路と重複していますが、重複区間の大部分は

マウントアップ及びガードレール等による交通安全施設により歩車分離がなされ

ています。 

 

 （２）規模の妥当性について 

  ア 施設規模について 

     施設稼働後に最大となることが見込まれる令和 12 年度のごみ処理量を踏まえ、

焼却処理量 292ｔ/日を確保した規模とします。 

 

イ 計画地の利用方法について 

   第 31 号西尾市クリーンセンターは工場棟、駐車場、緑化地及び構内道路などに

より構成されます。圧迫感や日照阻害等の周辺環境に与える影響を最小限とする

建築物等の配置、浸水想定エリアに指定されていることを踏まえた対策及び搬入

搬出車両等による渋滞対策を考慮した計画とします。また、周辺環境や地域性など、

立地を活かした有効な形態を検討しています。 

   これらのことから、廃棄物処理施設を運用するためには、約 4.5ha(約 4.45ha)必

要です。 

 

以上のことから、当該都市計画は妥当です。 
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